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日 程 事 件 番 号 ペ ー ジ

第１ ―

第２ ―

第３ 承認第10号 1

第４ 議案第19号 ３

第５ 議案第20号 ７

第６ 議案第21号 ９

第７ 報 告 案 件 －

第８ 11

議事日程

門真市教育委員会第７回定例会

令和４年７月25日（月）午後２時

本 館 ２ 階 大 会 議 室

件　　　　　　　　　　名

会議録署名委員の指名

会期の決定

令和５年度小学校使用教科用図書の採択について

門真市社会教育委員の委嘱について

諸報告

令和５年度中学校使用教科用図書の採択について

門真市教育委員会教育長に対する事務委任規則第４条第１項
第１号に係る報告

臨時代理による事務処理の承認について
（門真市教育委員会事務局人事について）



承認第 10 号 

臨時代理による事務処理の承認について

（門真市教育委員会事務局人事について）

門真市教育委員会教育長に対する事務委任規則（昭和51年門真市教育委員会規則第

20号）第３条第１項の規定に基づき、門真市教育委員会事務局人事に関する事務を臨

時に代理したので、同条第２項の規定により報告し、教育委員会の承認を求める。 

令和４年７月25日 提出 

門真市教育委員会教育長 久木元 秀平   
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議案第19号 

門真市社会教育委員の委嘱について 

社会教育法（昭和24年法律第207号）第15条第２項並びに門真市社会教育委員条例（昭

和39年条例第11号）第２条及び第３条の規定に基づき、門真市社会教育委員を委嘱す

るにつき、教育委員会の議決を求める。 

令和４年７月25日 提出 

門真市教育委員会教育長 久木元 秀平   

提案理由 

門真市社会教育委員の任期が令和４年７月31日をもって満了するにつき、本案を提

出するものである。 
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大阪樟蔭女子大学教授 学識経験のある者

大阪国際大学教授 学識経験のある者

大阪大谷大学教授 学識経験のある者

大阪府立門真なみはや高等学校校長 学校教育の関係者

門真市立小・中学校長会 学校教育の関係者

門真市人権擁護委員 社会教育の関係者

門真市地域学校協働活動推進員
家庭教育の向上に
資する活動を行う者

門真市社会教育委員条例

第２条第２項における

候補者の分類

白土
しらつち

　清治
きよはる

北野
き た の

泰
やす

男
お

木下
きのした

　みゆき

満永
みつなが

　誠一
せいいち

萩
はぎ

原
はら

　雅
まさ

也
や

横山
よこやま

　誠
まこと

宮田
み や た

幸四郎
こ う し ろ う

門真市社会教育委員名簿【新】

任期　令和４年８月1日～令和６年７月31日  

氏 名 所 属 団 体 等
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大阪樟蔭女子大学教授 学識経験のある者

大阪国際大学准教授 学識経験のある者

大阪大谷大学教授 学識経験のある者

大阪府立門真西高等学校 学校教育の関係者

門真市立小・中学校長会 学校教育の関係者

門真市人権擁護委員 社会教育の関係者

元門真市立中学校スクールカウンセラー
家庭教育の向上に
資する活動を行う者

門真市社会教育委員名簿【旧】

任期　令和２年８月1日～令和４年７月31日  

氏 名 所 属 団 体 等

満永
みつなが

　誠一
せいいち

白土
しらつち

　清治
きよはる

古川
ふるかわ

秀明
ひであき

門真市社会教育委員条例

第２条第２項における

候補者の分類

萩
はぎ

原
はら

　雅
まさ

也
や

横山
よこやま

　誠
まこと

木下
きのした

　みゆき

金沢
かなざわ

加代
か よ
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議案第20号

令和５年度小学校使用教科用図書の採択について 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第21条第６号並

びに義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和38年法律第182号）第

13条第１項及び第14条、並びに同法施行令（昭和39年政令第14号）第14条第１項の規

定に基づき、令和５年度小学校使用教科用図書を採択するにつき、教育委員会の議決

を求める。 

  令和４年７月25日 提出 

門真市教育委員会教育長 久木元 秀平

提案理由

 令和４年度においては、学校教育法（昭和22年法律第26号。）附則第９条第１項の

規定により教科書以外の教科用図書を使用する場合を除き、基本的に令和３年度と同

一の教科書を採択する必要があるため、本案を提出するものである。
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種　目 発行者 書　名

国　語 光村図書出版株式会社 　国語

書　写 光村図書出版株式会社 　書写

社　会 東京書籍株式会社 　新しい社会

地　図 株式会社帝国書院 楽しく学ぶ　小学生の地図帳

算　数 日本文教出版株式会社 小学算数

理　科 株式会社新興出版社啓林館 わくわく理科　

生　活 東京書籍株式会社
どきどきわくわく　あたらしい せいかつ

あしたへジャンプ　新しい 生活

音　楽 株式会社 教育芸術社 小学生の音楽

図画工作 日本文教出版株式会社 図画工作

家　庭 東京書籍株式会社 新しい家庭

保　健 株式会社学研教育みらい みんなの保健

英　語 光村図書出版株式会社 Here We Go!

道　徳 株式会社光文書院 小学道徳　ゆたかな心

令和３年度採択された小学校使用教科用図書
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議案第21号

令和５年度中学校使用教科用図書の採択について 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第21条第６号並

びに義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和38年法律第182号）第

13条第１項及び第14条、並びに同法施行令（昭和39年政令第14号）第14条第１項の規

定に基づき、令和５年度中学校使用教科用図書を採択するにつき、教育委員会の議決

を求める。 

  令和４年７月25日 提出 

門真市教育委員会教育長 久木元 秀平

提案理由

 令和４年度においては、学校教育法（昭和22年法律第26号。）附則第９条第１項の

規定により教科書以外の教科用図書を使用する場合を除き、基本的に令和３年度と同

一の教科書を採択する必要があるため、本案を提出するものである。 
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種　目 発行者 書　名

国　語 光村図書出版株式会社 国語

書　写 光村図書出版株式会社 中学書写

社　会（地　理） 株式会社帝国書院
社会科　中学生の地理
世界の姿と日本の国土

社　会（歴　史） 東京書籍株式会社 新しい社会　歴史

社　会（公　民） 東京書籍株式会社 新しい社会　公民

地　図 株式会社帝国書院 中学校社会科地図

数　学 東京書籍株式会社 新しい数学

理　科 株式会社 新興出版社啓林館 未来へひろがるサイエンス

音　楽（一般） 株式会社 教育芸術社 中学生の音楽

音　楽（器楽） 株式会社 教育芸術社 中学生の器楽

美　術 日本文教出版株式会社 美術

保　健　体　育 株式会社 学研教育みらい 中学保健体育

技術・家庭（技術） 東京書籍株式会社
新しい技術・家庭　技術分野
未来を創る　Technology

技術・家庭（家庭） 東京書籍株式会社
新しい技術・家庭　家庭分野
自立と共生を目指して

英　語 株式会社新興出版社啓林館 BLUE SKY English Course

道　徳 教育出版株式会社 　中学道徳　とびだそう未来へ

令和３年度採択された中学校使用教科用図書
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諸　報　告

番　号 報　　告　　事　　項

１ 門真市教育委員会点検・評価検討委員会における諮問及び委員について

２ 令和４年度門真市教育研究指定校について
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